
アドバイザー会議に向けた流れ

　都市景観室との事前協議により、都市景観アドバイザー会議に諮る対象となった場合、次の流れとな
ります。その場合、時間を要することとなりますので、早い段階からの事前協議をお願いいたします。

アドバイザー会議に向けた資料作成

会議での意見のとりまとめ
（意見書の作成）

回答を踏まえ第2回アドバイザー
会議を実施するか確認

アドバイザー委員との日程調整

意見書を踏まえた検討
・回答書の作成
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第1回アドバイザー会議の実施
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第2回アドバイザー会議の実施
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○概要説明資料

必要に応じて次に示す資料をご準備ください。

○計画地に関する資料
・立地特性の把握　
・計画地周辺の現況調査　
・各種計画，ガイドライン等の把握　等

○建築物のコンセプトに関する資料
○その他説明するに当たり必要な資料

○図面一式

○計画地における周辺からの建築物の見え方の資料
・イメージパース等を計画地に当て込んだ資料　
・周辺の景観との考え方　等

○形態・意匠等に関する資料
・コンセプト　・イメージパース（夜間パース含む）　
・外壁等に使用する材料に関する資料　
・着色した立面図（マンセル値記入）　等

○外構，照明，サインに関する資料
・外構計画　
・植栽計画（樹種）　
・照明計画　
・サインの意匠，設置位置　等

必要と判断

※事業者及び設計者の出席

事前相談・協議 都市景観アドバイザー会議に諮る対象となるか判断

【事業者・設計者等】 【都市景観室】
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